
厚生労働省は、２０１８年７月２４日、ＤＣ運営管理機関の評価に関する通知を発出しました。
また、通知の発出にあわせて、パブリックコメントに寄せられた意見に対する回答を示しました。

ＤＣ運営管理機関の評価に関しては、確定拠出年金法等の一部を改正する法律（ＤＣ改正法）による改正後
のＤＣ法第７条第４項において、ＤＣ運営管理機関間の競争を促し加入者等の利益を確保するため、「運営管
理業務を委託する事業主は、委託するＤＣ運営管理機関を少なくとも５年ごとに評価し、検討を加え、必要に
応じて変更等の措置を講ずること」が努力義務とされました。（施行日：２０１８年５月１日）

今回の通知は、これを受けて、事業主によるＤＣ運営管理機関の評価・検討の詳細な基準を示したもの
です。（施行日：２０１８年７月２４日）

当年金ＮＥＷＳでは、通知の内容について、ご案内いたします。
また、今般の通知の発出にあわせ、事務連絡「確定拠出年金Ｑ＆Ａの改定について」も発出されております

ので、ご案内いたします。

● 「確定拠出年金制度について」の一部改正案及び「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等に
ついて」の一部改正案に関する御意見募集（パブリックコメント）の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180036&Mode=2

● 事務連絡「確定拠出年金Ｑ＆Ａの改定について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000337839.pdf

【ご参考】
同日、ＤＣ運営管理機関の評価に関して、運営管理機関側の対応を定めた省令等（施行日：２０１９年７月１日）も示さ

れましたが、当「年金ＮＥＷＳ」では、事業主の対応事項についてまとめております。

● 確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令案及び確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改
正する命令案に関する御意見募集（パブリックコメント）の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180035&Mode=2

* 本資料では、「確定拠出年金」を「ＤＣ」と表記します。

本資料は、作成時点における信頼できる情報にもとづいて作成されたものですが、その情報の確実性を保証するものではありません。
本資料に含まれる会計・税務・法律等の取扱いについては、公認会計士・税理士・弁護士等にご確認のうえ、貴団体自らご判断ください。
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〔受付時間：月～金曜日 9:00～17:00 (祝日、12/31～1/3を除く。）〕

E-mail : kikinmadoguti@nissay.co.jp 
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【内容】
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